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議 事 録 

公開・一部公開・非公開 非公開 
部 分 

理 由 

部長 上下水道専門監 課長  

保存期間 30（  ）・10・５・３・１・随 

   ＊＊ 
作成日 令和８年１月 22 日（木） 

水道係長 下水道係長 業務係長 業務係員 記録者所属 上下水道課 業務係 

   
 

 
職・氏名 係長・中邨 

 

会議等の名称 東御市上下水道事業運営審議会 
開催日時 

令和８年１月 21 日（水） 

午後２時 00 分～午後３時 30 分 

場  所 勤労者会館２階大会議室 

主催者(事務局) 都市整備部 上下水道課 業務係 司会者 上下水道課長  中山 

出席者 

委員 ８名     関、坂口、寺島、新田、井出、藤井、成山、山邉、田口 

経営アドバイザー  渡部 

事務局６名     山邉、中山、中邨、井出 

欠席者 委員 １名     山本 

 

会議事項 

会長職務代理について (配布資料) 

説明事項 

別添のとおり 

 (1) 下水道使用料改定率パターン(案)について 

 

 

 

 

 

 

決定事項 

 

 

 

次回への検討事項 なし 

次回開催 令和８年６月頃 
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討議 （発言者名） （発言内容） 

内容及び経過   

１ 開会 上下水道課長 出席者報告（９名出席、１名欠席） 

   

２ あいさつ 会長 （会長あいさつ） 

   

３ 会長職務代 上下水道課長 会長職務代理について報告 

  について   

   

４ 説明事項  （資料を基に事務局から説明） 

（会長進行）   (1) 下水道使用料改定パターン(案)について 

（事務局説明）   

（質疑・応答） 委員  前回の下水道使用料の改定はいつおこなわれたか。 

   

 事務局  消費税の改定以外は、市町村合併から下水道使用料の改定はおこなっ 

  ていません。 

   

 委員  20 年以上改定していない状況で、今改定する理由を聞きたい。 

   

 事務局  昨今の物価上昇により、以前よりも下水道事業から外部に支払う費用 

  が大きくなっており、予算編成も厳しい状況にあります。 

   また、他市で発生したような事故を防止するため、施設点検や改修の 

  費用も必要になってきています。 

   令和４年度におこなった経営戦略の見直しでは、下水道使用料の改定 

  は必要ない見込みでしたが、この物価上昇等を反映すると、改定が必要 

  な状況となっているためです。 

   

 委員  今回改定した場合、次の見直しはいつ行う予定でいるか。 

   

 事務局  国から、経営戦略は３年から５年以内の見直しをおこなうことが重要 

  であると示されていますので、３年から５年以内には、下水道使用料の 

  改定が必要であるか検討をおこなう予定です。 
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討議 （発言者名） （発言内容） 

 委員  20 年以上改定していない状況で、この値上げが必要というのは乱暴 

  ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

   

 事務局  これまで改定をしていないのは、令和４年度に見直した経営戦略のと 

  おり、改定をしなくても事業が維持できる見込みだったためです。 

   しかし、昨今の物価上昇等を反映すると状況が変わり、改定が必要に 

  なっているということになります。言い方を変えると、昨今の物価上昇 

  等がなければ改定の必要はなかったかもしれません。 

   

 委員  下水道使用料を上げることは間違いではないと思っており、やらなけ 

  ればいけないことだと思っている。 

   ただ、手法を間違えてはいけないと思っており、いきなり大きな値上 

  げは、市民の理解が得られるかどうかというのが非常に心配なところだ 

  と思います。 

   ３年から５年以内にまた経営戦略を見直して、値上げすることにな 

  り、今回よりも次回の値上げ幅が小さかったら、もっとならせば良かっ 

  たのではないかという意見が出てくると思う。 

   未来の子供や孫のために少しずつ上げて、貯金していくのが通常の考 

  え方だと思うので、そういったことも検討しながら上げていくというや 

  り方が良いのではないかと思います。 

   

 事務局  今回、案としてお示しした数値は、今後の経営見込みと、施設改修等 

  の投資計画から、現時点で必要な下水道使用料収入（現在の使用者から 

  の下水道使用料収入で賄うべき経費）を算出した結果となります。 

   したがいまして、次回の値上げ幅を考えて、ならすというものでは 

  ありませんが、改定率や方法について審議委員の皆様からご意見をいた 

  だき進めたいと考えています。 

   

 委員  下水道使用料の計算の詳細は分からないが、物価高は異常なものがあ 

  り、値上げは仕方がないかなと思っている。 

   下水道処理施設の処理方法には色々あると思うが、そういったものは 
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討議 （発言者名） （発言内容） 

  改善されたり、他の処理方法を採用して安くなるというものはないの 

  か。 

   新しい分野や、費用をかけなくてもできることがあれば、そういった 

  情報も収集して安くなる方法を検討して欲しい。 

   

 事務局  処理方法ではありませんが、東部地区では、統廃合事業を進め、農業 

  集落排水８施設と、コミュニティープラント１施設の排水を、東部浄化 

  センターに統合して稼働施設を減らし費用の抑制を図ってきました。 

   新たな処理方法を導入するということは、新たな投資が発生すること 

  になります。その投資に対して、費用が安くなるものがあれば検討して 

  いきたいと思いますが、今のところ、そういった情報はありません。 

   

５ その他 事務局 （会議報酬等について説明） 

   

６ 閉会 上下水道課長 （閉会） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


